
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
八
年
政
令
第
二
百
十
三
号

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
第

六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
）

第
一
条
　
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
項
の
政
令
で

定
め
る
海
洋
生
物
資
源
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
く
ろ
ま
ぐ
ろ

二
　
さ
ん
ま

三
　
す
け
と
う
だ
ら

四
　
ま
あ
じ

五
　
ま
い
わ
し

六
　
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば

七
　
す
る
め
い
か

八
　
ず
わ
い
が
に

（
第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
七
項
の
政
令
で
定
め
る
海
洋
生
物
資
源
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
あ
か
が
れ
い

二
　
い
か
な
ご

三
　
さ
め
が
れ
い

四
　
さ
わ
ら

五
　
と
ら
ふ
ぐ

六
　
ま
が
れ
い

七
　
ま
こ
が
れ
い

八
　
や
な
ぎ
む
し
が
れ
い

九
　
や
り
い
か

（
漁
獲
可
能
量
か
ら
控
除
す
る
数
量
に
係
る
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
を
行
う
者
）

第
三
条
　
法
第
三
条
第
二
項
第
六
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
漁
業
等
に
関
す
る
主
権
的
権
利
の
行
使
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第

七
十
六
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
外
国
人

二
　
前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
試
験
研
究
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
目
的
の
た
め
に
第
一

種
特
定
海
洋
生
物
資
源
を
採
捕
す
る
も
の

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
八
年
七
月
二
十

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
の
特
例
）

第
二
条
　
法
第
七
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
条
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
第
一
種
特
定

海
洋
生
物
資
源
に
関
し
て
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
九
月
二
〇
日
政
令
第
二
八
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
二
月
二
六
日
政
令
第
三
五
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
〇
月
二
四
日
政
令
第
三
一
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
七
日
政
令
第
四
八
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
〇
月
二
六
日
政
令
第
三
三
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改

正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
基
本
計
画
及
び
都
道
府
県
計
画
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
法
の
施
行
前
に
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成

八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
又
は
変
更
さ
れ
た
基

本
計
画
は
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い

う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
又
は
変
更
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、

又
は
変
更
さ
れ
た
基
本
計
画
と
み
な
す
。

２
　
改
正
法
の
施
行
前
に
旧
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
又
は
変
更
さ
れ
た
都
道
府
県
計
画
は
、
新
法
第

四
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
又
は
変
更
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
又
は
変
更

さ
れ
た
都
道
府
県
計
画
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
五
日
政
令
第
一
五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
三
日
政
令
第
四
七
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
一
月
二
五
日
政
令
第
三
六
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
一
月
二
四
日
政
令
第
三
四
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
四
月
二
一
日
政
令
第
一
三
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
八
日
政
令
第
二
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
改
正
法
施
行
日
（
令
和
二
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

1


